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当社の職業紹介業務運営についてお知らせいたします。 

 

■取り扱い職種の範囲等 

【取扱職種】専門的・技術的職業、管理的職業、事務的職業 

※主に下記職種を中心に取り扱っております。 

グラフィック関連 

クリエイティブディレクター、アートディレクター、グラフィックデザイナー、パッケージデザイナー、 

エディトリアルデザイナー、ＤＴＰオペレーター、出力オペレーター、イラストレーター、プロデューサー、 

プランナー、コピーライター、進行管理・制作ディレクター、AE・各種営業等 

Web（モバイル含む）・マルチメディア関連 

Web ディレクター、Web デザイナー、Web マスター、Web プロデューサー、Web プランナー、Web プログラマー、Flasher、 

Web コーダー、GUI デザイナー、ネットワークエンジニア、AE・企画営業等 

出版関連 

編集者、編集ライター、テクニカルライター、校正者、翻訳者、各種営業等 

ゲーム・映像関連 

e スポーツクリエイター、ゲームプロデューサー、ゲームプランナー、ゲームディレクター、ゲームプログラマー、 

CG デザイナー、サウンドクリエイター、映像ディレクター、映像プランナー、オーサリング、VTR 編集等 

その他 

空間デザイナー、プロダクトデザイナー、広報・宣伝・マーケティング、CAD オペレーター等 

 

【地域】日本全国 

 

■手数料について 

手数料に関しては、求人者から徴収いたします。 

求職者の皆さまにつきましては、求人紹介等の手数料は一切発生いたしません。但し、当社に起こしいただく場合や面接・

面談等で求人企業に訪問する場合の交通費その他は、各自でご負担いただきます。 

 

求人者から徴収する手数料については下記のとおりです。 

尚、求人者と当社の契約において以下と異なる取り決めをする場合がございます。 

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者 

求人・求職の申込みを受理した時以降、求人求

職者に提供する紹介サービス及び求人と求職の

照合その他紹介のサービスに付随するサービス 

 

成功報酬 

業紹介が成功した場合における 

当該求職者の年間賃金の 50％ 

手数料負担者は 求人者 とします。 

※労働契約における契約期間が 1 年に満たない場合は、契約期間を 1 年としば場合の年間想定賃金を算定基礎とします。 



■返戻金制度に関する事項 

当社は返戻金制度を設けています。入社日から一定の期間内に、求職者が本人の責めに基づく解雇又は自己都合により退

職したときは、求人者より受領した紹介手数料の一部を、下記のとおり求人者に返還いたします 

尚、求人者と当社の契約において以下と異なる取り決めをする場合がございます。 

（1）入社日から 1 ヵ月未満の退職の場合  成功報酬の 100％を返戻 

（2）入社日から 1 ヵ月以上 3ヵ月未満の場合 成功報酬の 30％を返戻 

ただし、紹介予定派遣制度を適用した場合には、この制度は適用しないものとします。 

 

■苦情・ご意見などのお申し出について 

当社の紹介業務運営や個人情報の取扱いに関するご意見・ご指摘・苦情などには、誠意をもって対応いたします。 

苦情申出先：株式会社ユウクリ  職業紹介責任者：安部洋平  

連絡先：電話番号：03-6712-7970 メールアドレス：info@y-create.co.jp 

 

■求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いについて 

・個人情報保護管理責任者 寺山 真哉 

連絡先：電話番号：03-6712-7970 メールアドレス：info@y-create.co.jp 

 

当社は、求人者または求職者から知り得た個人的な情報は、個人情報保護マネジメントシステムに基づき、適正に取り扱

います。当社の個人情報保護方針は下記のとおりです。 

（1）個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は事務所内職員とする。 

（2）職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う第１条に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・ 

指導を年１回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも５年に１回は職業紹介責任者講習会を受 

講するものとする。 

（3）取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人 

が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正（削 

除を含む。以下同じ。）の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うもの 

とする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることと 

する。 

（4）求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は 

誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者

とする。 

 

▼当社の個人情報保護方針は下記 

https://www.y-create.co.jp/corporate/profile/privacy.html 

 


